
福島空港送客支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 福島空港利用促進協議会（以下「協議会」という。）は、福島空港からの

送客利用を促進するため、国内線を利用した福島空港からの送客等を行う別表に

定める事業者（以下「事業者」という。）に対し、福島空港利用促進協議会補助金

交付規則（以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の

範囲内で補助金を交付する。 

 

（助成の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、福島空港国内線における、定期便又はチャーター便を利用した

旅行において、各号上段に掲げる区分について、下段に掲げる別表に定める事業

主体に対し、同表に定める額を交付する。ただし、悪天候や機材故障等やむを得

ない理由による欠航やダイバートにより、予定空港とは別空港での離発着となっ

た場合には、当初予定されていた空港での離発着があったものとみなす。この場

合、事由発生の都度、福島空港利用促進協議会と協議の上、補助対象としての適

否を判断することとする。 

(1) 団体旅行利用促進支援 別表１ 

(2) プロスポーツ応援等支援 別表２ 

(3) イベント景品等支援 別表４ 

２ 福島県空港交流課及び福島空港利用促進協議会が実施する他の補助制度との

併用は、不可とする。 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、第１号様式によるものとし、その提出期限

は、当該事業を実施する日の１５日前までとする。 

 

（補助金の交付条件） 

第４条 規則第６条第１項に規定する交付の条件は、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）及び補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）に従うこと。 

２ 第２条第３号の場合に限り、第１項に定めるもののほか、不当景品類及び不

当表示防止法（昭和37年法律第134号）を遵守すること。 

 

（申請を取り下げることのできる期日） 

第５条 規則第７条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受

理した日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（変更等の承認申請） 

第６条 規則第９条第１項の規定に基づき、承認を受けようとする場合は、補助

事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を提出しなければならな



い。 

２ 規則第９条第１項第１号の別に定める軽微な変更は、補助額の増額を伴わな

い２割以内の対象経費の変更とする。 

 

（完了報告） 

第７条 補助事業を実施した事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに完

了報告書（第３号様式）を提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第11条第１項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第４

号様式）を、事業完了の日（事業廃止について会長の承認を受けた場合におい

ては、承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の

決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに行わなけれ

ばならない。 

 

（補助金の交付の請求） 

第９条 補助金交付の決定の通知を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、

福島空港送客支援事業補助金交付請求書（第５号様式）を速やかに提出しなけれ

ばならない。 

 

（会計帳簿の整備等） 

第10条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の収支の状況を記載した会計帳

簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度か

ら起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、この要綱の施行日以前

に福島空港送客支援事業補助金交付要綱第３条に基づく申請書の提出があった

事業については、なお従前の例による。 

附 則（令和８年４月１日改正） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表１（第２条第１項第１号関係） 団体旅行利用促進支援 

補助対象事業 補助対象事業主体 補助額 

１ 参加者が５名以上で

ある、受注型団体旅行

の催行。ただし、飛行機

の座席を要しない乳幼

児及び添乗員を除く。 

２ 当該年度の３月５日

までに帰着する旅行で

あること。 

１ 福島県内に住所を有

する旅行会社 

２ 栃木県又は茨城県に

住所を有する旅行会社 

３ １又は２を満たす、

複数の旅行会社により

構成される団体 

１ 福島空港を往復利用

する場合 

往復利用者数に１万

円を乗じた額とし、１

申請団体あたりの上限

額は１０万円までとす

る。 

２ 福島空港を片道利用

する場合 

片道利用者数に５千

円を乗じた額とし、１

申請団体あたりの上限

額は５万円までとす

る。 

３ 福島空港の利用が、

往復及び片道共に混在

する場合 

 往復利用者数に１万

円を乗じた額、片道利

用者数に５千円を乗じ

た額とする。 

 なお、これらの合計

額を１申請団体あたり

の交付額とし、その上

限額は１０万円までと

する。 

 

 



別表２（第２条第１項第２号関係） プロスポーツ応援等支援 

補助対象事業 補助対象事業主体 補助額 

１ 次の競技における、

試合参加、試合観戦又

は現地イベント等へ出

席する場合。ただし、選

手、選手関係者、選手の

サポーターに限るもの

とし、飛行機の座席を

要しない乳幼児及び添

乗員を除く。 

(1) 団体競技 別表

３に掲げるもの 

(2) 個人競技 福島

県、栃木県、茨城県が

出身地である又は同

地を主な活動拠点と

している競技者であ

ること 

２ 当該年度の３月５日

までに帰着する旅行で

あること。 

１ 福島県内に住所を有

する旅行会社 

２ 栃木県又は茨城県に

住所を有する旅行会社 

３ １又は２を満たす、

複数の旅行会社により

構成される団体 

別表１にて算出した額

に上乗せ加算することと

し、その額は、下記に定め

る額とする。 

１ 定期便又はチャータ

ー便利用の場合 

(1) 往復利用の場合 

往復利用者数に３

千円を乗じた額と

し、１申請団体あた

りの上乗せ額は１０

万円までとする。 

(2) 片道利用の場合 

片道利用者数に１

千５百円を乗じた額

とし、１申請団体あ

たりの上乗せ額は５

万円までとする。 

(3) 往復・片道利用者

が混在した場合 

 往復利用者数に３

千円を乗じた額、片

道利用者数に１千５

百円を乗じた額の合

計額とし、１申請団

体あたりの上乗せ額

は１０万円までとす

る。 

２ 新千歳空港又は伊丹

空港から先の行程にお

いて、北海道、四国、九

州及び沖縄方面への乗

継便を利用した場合 

 １の規定を準用し算

出するものとする。た

だし３千円は５千円、

１千５百円は２千５百

円に読替えるものとす

る。 

 

 



別表３（第２条第１項第２号関係） 団体競技の対象とするチーム 

 下記に掲げるいずれかのチームであること。 

１ 福島県内のチーム 

 福島ユナイテッドＦＣ、福島ファイヤーボンズ、いわきＦＣ、福島レッド

ホープス及びデンソーエアリービーズ 

２ 福島県外のチーム 

(1) 栃木県 

栃木ＳＣ、栃木シティＦＣ、栃木ゴールデンブレーブス、宇都宮ブリッツ

ェン、宇都宮ブレックス、Ｈ．Ｃ．栃木日光アイスバックス及び栃木県ス

ポーツコミッションに加盟しているチーム 

(2) 茨城県 

茨城ロボッツ、水戸ホーリーホック、茨城アストロプラネッツ、鹿島アン

トラーズ及び Astemo リヴァーレ茨城 

 



別表４（第２条第１項第３号関係） イベント景品等支援 

補助対象事業 補助対象事業主体 補助額 

 地域振興イベント事業

の景品等に使用する福島

空港発着航空券又は福島

空港発着旅行商品の購入 

１ 福島県、栃木県及び

茨城県内に住所を有す

る次の団体 

商工会議所、商工会、

商店街振興組合 

２ その他福島空港利用

促進協議会長が特に認

めるもの 

以下により算出した額

と景品等の購入に要する

経費（消費税及び地方消

費税額を除く）の合計額

を比較して、低い方の金

額。 

１ 札幌便利用の場合 

３万円×景品等数 

２ 大阪便利用の場合 

２万円×景品等数 

 


